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学位論文の題名　　環境リスクの共有が環境運動（産業廃棄物処理場の安全性を争点とした
住民運動）に与えた影響に関する社会学的考察
─ダイオキシン類およびPCBを巡る住民運動を事例として

【論文内容の要旨】
　本論文は，三重県I市Uニュータウンの産業廃棄物処理場の安全性を争点として行われた住民運動（以下，環境

運動とする）を事例として取り上げ，運動主体が科学的根拠を用いて運動を展開する過程における運動と科学者の

関係を考察する。またニュース・メディアを戦略的に活用しながら展開される環境運動の特質を論じ，そのうえで，

当該地域でのメディアによる科学的根拠の取り扱われ方と運動過程との連関を明らかにすることを目的としている。

ここでいう科学的根拠とは，科学的な手法で測定された化学物質などの測定データを指す。環境運動においては，

運動が成立する際の鍵となるのは被害の程度である。したがって科学的根拠の提出過程は非常に重要な要素である。

なぜなら，少人数が検知した環境の変化を環境運動へと発展させていくためには，運動主体者自身による感覚的な

環境変化を，誰もがそのリスクを認知しうる客観的な科学的根拠として第三者へ提示しなければならないからであ

る。本論文が焦点をあてるのは第一に，運動を行う住民の合意形成過程において，科学的測定を行う科学者が果た

す役割についてである。運動主体者は環境運動を展開していく根拠を得るため，専門家である科学者に科学的測定

の委託を行う。科学者によって測定結果に問題（環境基準値を超える物質の検出など）が見いだされた場合，運動

主体者は科学的根拠に基づき，科学者が語る被害の蓋然性をもとに環境運動を展開する。第二に焦点を当てるのは，

運動展開過程に果たすニュース・メディアの役割である。運動主体者は環境運動へより多くの人々を動員しようと

試みる。その際，ニュース・メディアを介した運動に関する情報伝播は運動の展開にあたって重要である。したが

って本論では，環境運動における科学的根拠の提出過程を報道するニュース・メディアと運動参加者との関係から

環境運動の展開を考察する。

　本研究の過程では，当該フィールドでの社会学的参与観察や聴き取り調査が用いられるとともに，同時に実態を

裏付けるための資料として，運動リーダーが出版した書籍，運動を報じた新聞，裁判資料も分析対象として用いら

れており，論文は社会学的な調査手法に基づく実証研究である。結果から，環境運動の展開過程を解明する際には，

運動主体者，科学者，ニュース・メディアの３者が科学的根拠にいかに意味づけを行って運動を展開しているのか

に注意を払う必要があることが示唆される。

　本論文の構成と各章の概要を以下に示す。

１．本論文の構成
　序章

　　１．本論の問い

　　２．本論が対象とする環境運動とは
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　第１章　環境運動の先行研究の検討

　　１．社会学において社会運動はどのように研究されてきたか

　　２．環境運動と科学的測定の関係

　　３．環境運動とニュース・メディアの関係

　第２章　事例として取り上げる環境運動の背景にあるダイオキシン類を巡る社会状況

　　１．本章の目的

　　２．ニュース・メディア等によるダイオキシン類およびPCB問題のフレーム化

　　３．事例として取り上げる環境運動の背景にあるダイオキシン類を巡る社会状況

　第３章　三重県I市Uニュータウンの事例

　　１．I市の地理的性格

　　２．野焼き操業反対運動

　　　２．１．問題の所在

　　　２．２．野焼き操業とUニュータウン

　　　２．３．県の測定と住民の自主測定

　　３．焼却炉稼働反対運動

　　　３．１．問題の所在

　　　３．２．焼却炉稼働への反対

　　　３．３．仮差し止め裁判

　　４．安定型産業廃棄物処分場の増設計画反対運動

　　　４．１．問題の所在

　　　４．２．安定型産業廃棄物処分場の増設計画

　　　４．３．自治会の分断

　　　４．４．既存処分場を巻き込んだ環境運動の展開

　　５．運動事例をとおして

　第４章　環境運動とニュース・メディアの関わり

　　１．本章の目的

　　２．計量テキスト分析

　　　２．１．Jaccard係数について

　　　２．２．Jaccard係数に基づく共起ネットワーク

　　３．新聞報道と事例にみる科学的情報の対応関係

　　４．環境運動に与えるニュース・メディアの影響

　　　４．１．野焼き損害賠償裁判

　　　４．２．焼却炉反対運動

　　　４．３．安定型処分場反対運動

　　５．考察

　第５章　運動体の分析

　　１．運動主体者の性格

　　　１．１．科学的測定を行える住民の重要性

　　　１．２．住民運動における弁護士の立場

　　　１．３．リーダーの果たした役割
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　　２．科学的情報による運動主体者内部の合意形成過程

　　　２．１．第Ⅰ期の運動における科学的情報と合意過程

　　　２．２．第Ⅱ期の運動における科学的情報と合意過程

　　３．運動に動員された地域住民の構成

　　　３．１．学習会参加者居住地区

　　　３．２．年齢分布と学歴

　　　３．３．職業

　　　３．４．地域の名士

　　　３．４．１．元県会議員　S氏

　　　３．４．２．元市議会議員・元I市自治連合会会長，元環境保全協議会会長　I氏

　　４．運動の展開方法の分析

　　　４．１．デキゴトバナシ比較分析法の適用

　　　４．２．デキゴトバナシ比較分析に用いるデータ

　　　４．３．分析結果

　　５．運動参加者のつながり強度に関する分析

　　　５．１．本節の目的

　　　５．２．本論文における社会ネットワーク分析の意義

　　　５．３．社会ネットワーク分析に用いるデータ

　　　５．４．ネットワーク分析結果及び考察

　第６章　環境運動と科学的測定の関わり

　　１．本章の目的

　　２．増設反対運動時における科学の関わり

　　３．運動が公調委へ提出した科学的測定によって得られた根拠

　　４．公調委による運動から提出された科学的根拠の検証

　　５．運動と公調委との科学的論理の相違

　　６．科学者の５つの役割

　終章　環境運動の方向性

　　１．本論を振り返って

　　２．本論をとおしていえる事

　　３．環境運動の方向性を考える

　引用文献

　付表

　　デキゴトバナシ分析　単一行為者モード（第Ⅰ期）

　　デキゴトバナシ分析　単一行為者モード（第Ⅱ期）

２．各章の概要
　第１章では，環境運動に関わる先行研究の検討を通じて，環境運動の展開をめぐる分析視覚を論じたうえで，本

論が設定した問いの意義が示される。１９６０年代から１９７０年代にかけて環境汚染や公害などの環境問題が発生した頃

に多くの環境運動（反公害運動）が広範に生起し，環境社会学において研究が蓄積されてきた。しかしながら，従

来の研究ではあまり焦点があてられてこなかった問いとして，（１）環境運動の展開時期における種々の化学物質
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を巡る社会状況はどのようなものであったか，（２）メディアは環境運動をどのように報道するのか，（３）科学的

情報は運動主体者の合意形成にどのような影響を与えるのか，（４）メディアの報道は運動体構成員にどのような

影響を与えるのか，（５）科学者の提出する環境運動展開の科学的根拠はすべて正しいのか，がある。これらが本論

文で検証すべき課題であることが示される。

　第２章では，本論の事例として扱う運動において科学的根拠とされる化学物質であるダイオキシン類およびPCB

についてのメディアフレームの状況を分析している。リスク認知に関与する化学物質である環境ホルモンとダイオ

キシンに関連する書籍の出版部数の分析からは，３つの段階に分けられる運動の展開時期（１９８４年から１９９７年まで

の野焼き反対運動，１９９４年から２０００年までの焼却炉反対運動，２００４年から２０１３年までの最終処分場反対運動）にお

いて，それぞれの時期では化学物質をめぐる社会状況が変化している点が示唆される。すなわち，野焼き反対運動

（１９８４～１９９７年）の時点では，ダイオキシン類に対する社会的関心はほとんど無視できる程度であったが，続く焼却

炉反対運動（１９９４～２０００年）の後半からはダイオキシン類に関する社会の関心が高まりはじめ，最終処分場反対運

動（２００４～２０１３年）ではその関心が収束しつつあるが今なお関心が高いと言えること，当該の環境運動はこうした

経過の中で展開されたことが示された。

　第３章では三重県I市Uニュータウンの環境運動の経過を克明に分析している。当該の環境運動の展開過程にお

いて科学者が提出する科学的根拠と環境運動を報道するニュース・メディアとの関係に焦点を当てながら事例を分

析した結果，２章で明らかにしたような化学物質をめぐる社会状況の変化に呼応するような形で運動の争点の設定

が変化している実態が示された。具体的には，野焼き反対運動では煙害のみが争点となりダイオキシン類やPCB

が争点となり得なかったこと，焼却炉反対運動ではダイオキシン類，最終処分場反対運動ではPCBが争点とされた

ことが，社会的背景との関連で理解可能となる。運動主体が設定する争点を社会的関心に応じて変化させつつ，そ

の事こそが３つの運動段階を通じて運動主体である住民が環境問題を構築し，運動を持続的に展開し運動の目的を

達成し得た理由であることが示された。

　第４章では，本事例がどのように新聞報道されたのかを明らかにすることで，環境運動の構築に必要不可欠な科

学的情報が，ニュース・メディアによってどのように意味づけされて報道されているかに関する指摘を行っている。

当該の環境運動についての新聞報道内容と，運動主体者がリスクと考え運動の根拠とする科学的情報とには齟齬が

あること，すなわち，ニュース・メディアでは社会の注目を集める水銀・鉛・PCBなどの物質に主に焦点を当てた

報道が行われ，汚染の本質的原因である違法埋設物としての木材や，科学者により検出された基準値を超えたCOD

（化学的酸素要求量）に関する報道がなされていないことが明らかとなった。

　第５章では，運動主体者およびその運動内部における運動の合意形成過程，さらに展開された運動の手法，運動

参加者及び運動参加者の質的変化を分析した。争点を異にする３つの一連の運動を第一期（野焼き反対運動，焼却

炉稼働反対運動），第二期（最終処分場反対運動）の二つの段階に分け，この２つのフェーズにおいて運動参加者に

差異が見られるか，運動主体である住民，行政，業者，公害調査委員会，科学者による測定，地元のキーパーソン

間の相互行為の様相に差異が見られるか，について分析を行った。その結果，運動主体者の運動展開に関して第一

期と第二期の間で見られる差異が明らかにされ，その差異に対する解釈が示される。すなわち，ダイオキシン類・

PCBに対する社会的関心の度合いの違いに応じるような形で科学的情報が各時期において“戦略的に”用いられて

いると解釈できること，また運動に関わる行為者間の相互作用構造の差異は，化学物質をめぐる社会状況の変容や

組織の結束性（密度）の変容などと密接に関連していることが論じられる。分析結果の考察から，特定の時期にお

けるキーパーソンの果たす役割の重要さや，科学的情報やニュース・メディアの影響が運動主体者の合意形成に与

えた影響も示唆される。

　第６章では，運動主体者側の科学的測定と行政が実施した科学的測定との間で生じた違いについて，そのことの

含意を，Susskindの主張する科学者の役割の視点から考察する。当該環境運動における科学者が「応用政策分析
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者」としての要素を欠いていた点を指摘するとともに，それにもかかわらず運動を推進する住民が危険を認知し運

動という行為に結びつけていたことから，科学者の専門性と役割について，再度，批判的に再構築することを試み

ている。

　終章では，各章を通して得られた知見をまとめるとともに，今後の環境運動研究において本研究から示唆される

留意点に言及し，また今後の課題が述べられている。

【論文審査の結果の要旨】
　本論文は，環境問題を争点にした住民運動について，具体的には三重県I市Uニュータウンの運動を事例として，

運動を展開する際に，その根拠付けとして用いられる科学的測定に焦点を当て，その取り扱われ方と運動過程との

連関を明らかにすることを目指している。さらに運動の展開過程で科学的測定に基づく科学的根拠が用いられる際

に，個人的なコミュニケーションによる直接的な情報伝達だけではなく，運動主体者により戦略としてマス・メデ

ィアが用いられ，またマス・メディアが運動を取り上げる，という相互関連にも注目し，考察することを通してマ

ス・メディアの影響と役割について解明することを目指した。

　本論文について評価すべき点は以下の通りである：

　第一に，申請者自らが長期にわたり当該フィールドにおいてインタビュー調査などにより収集したデータを克明

に分析した本格的な事例研究であるという点である。本論文が事例として注目するのは，農村地域に建設されたU

ニュータウンに隣接する場所を舞台とする住民運動である。１９８４年から２０１３年の現在まで３つの異なる争点を持つ

運動，すなわち産業廃棄物の野焼きによる煙害，次には同一場所での産業廃棄物の焼却炉建設，さらには別の場所

での産業廃棄物の埋め立て，という環境問題について，申請者は環境運動を支援する活動に参加したことを契機に，

１０年以上にわたり社会学的な視点から研究を深めるために当該運動に密着し，資料収集・聴き取り調査を行い，計

画的・効果的にデータを蓄積してきた。本論文では，長期間のフィールドワークでの観察，秀でたキーパーソン

（住民運動リーダー，薬学博士A氏，M弁護士，地元の名士等）の聴き取り調査データ，調査票調査，新聞記事な

どのデータが効果的に分析され，その結果，重要な知見を導いている。

　第二に問題設定の独自性・独創性である。環境運動や住民運動に関する社会学的研究は蓄積が豊富であり，運動

の発生メカニズムやその展開過程，また個人を社会運動に向かわせる要因が考察されてきた。しかし従来の大部分

の社会学的運動研究では，環境運動の主体である住民が運動の根拠とし被害立証のもととなる自然科学的測定やそ

の情報が当該運動の展開においてどのような意味を持つのか，についてはほとんど焦点が当てられてこなかった。

環境問題を争点とした住民運動が「感覚的」な問題状況の排除を根拠に運動を展開することは「利己的」であるこ

とから，科学的根拠の裏付けのない運動はその正当性を欠くことになる。他方で，科学的見解（例えば，ある化学

物質の人体に対する危険性の有無についての判断）は論者によって相違が見られることもあり，社会運動における

科学的測定や情報の用いられ方を中心に据えた社会運動研究は多くない。環境問題の評価に重要な影響を与える科

学的測定の持つ意義に関する筆者の考察は注目に値する。

　第三に，上記の点に加えて，分析の次元を住環境悪化をめぐる加害者と被害者の具体的対立の実相にとどまらず，

国・地方自治体行政や裁判所，さらにはマス・メディアとの関連をも射程に入れており，これまでの環境社会学の

研究枠組を乗り越えようとする意欲的なものとなっている。本事例は，野焼き禁止，焼却炉建設不許可，新埋設地

不許可，といずれも運動主体である住民側の主張が実現されているが，本論文では上述の方法を駆使して，ソシオ

メトリー等の手法も用いて，住民運動のキーパーソンの役割，各事例での科学的測定の位置づけ，マス・メディ

ア・裁判所・行政の対応といった複雑な因果関係を縮約された図式で表現するなど，環境問題の総合的体系的研究

の可能性を示唆している。この点が，従来の環境運動研究に対する貢献といえる。
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　第四に，科学的情報をめぐる社会的背景の変化が当該環境運動の根拠付けといかなる相互関係を持ちつつ運動の

根拠の重点が変化していくのかといった実態を事例研究から明らかにすることで，変化する社会状況の中で展開す

る住民運動を動態的に捉えている点である。運動体は効果的にかつ有利に運動を展開し運動に正当性を付与するた

め，社会背景を巧みに「利用した」展開を行おうとする。またその時代その時代に「合った」根拠を構築する。こ

うした根拠の構築過程を，インタビュー，新聞記事の分析，また運動体内部の構成人員の変化などから明らかにし

た。

　他方で，課題も指摘できる。

　第一に，当初はニュータウン内の少数派から出発した住民運動が多数の住民を組織していく経過は不問にされて

いる。当初は業者側にたっていた住民が，いかなる経緯の中で態度・意識を変化させ，あるいは懐柔されていった

のか，ということは住民運動展開過程では重要な点であり丁寧に捉えていくことが必要であるとの問題が指摘され

た。この指摘に対し，こうした部分については運動体の分析が不足しているという点は申請者により自覚されてお

り，本論文ではふれられていないものの問題意識を持っていること，および今後取り組むべき課題であるとの表明

がなされた。第二に，本論文は三重県I市Uニュータウンの運動という一事例の分析に基づくものであるが，当該

フィールドは住民運動が「勝利した」，つまり裁判で住民側勝訴となった稀有で貴重なケースではあるものの，さら

に相対化し一般化できる知見として深化させるためには，運動の構築過程で用いられた戦略に関する知見を他の比

較可能な環境運動で繰り返し検証する必要がある。この点についても申請者より，今後の研究において，何が住民

運動の展開過程での重要な鍵となるかを比較研究において継続的に検証するとの展望が示された。これからのさら

なる研鑽を期待したい。

　以上，本研究は今後解明すべき課題を残しているものの，それは本論文の高い評価をくつがえすものではなく，

審査委員会は一致して，本論文が博士学位を授与するに値する水準に達していると判断した。

【試験または学力確認の結果の要旨】
　本論文の公聴会は，２０１３年６月２５日（火）午後３時３０分から５時まで，産業社会学部小会議室で行われた。審査

委員会は公聴会の質疑応答を踏まえ，各審査委員の意見交換の結果，本博士学位請求論文が，博士を授与するに値

するものであると全会一致で判断した。また，申請者である高倉弘士氏は，学術論文３本（単著・すべ査読有り），

調査研究２本（共著）を公刊し，日本社会学会などの学会大会で４回の発表（日本語，単独３回，共同１回）をす

るなど優れた業績を有し，公聴会の質疑応答においても学位申請者が十分な専門知識と豊かな学識を有することを

確認した。加えて外国語（英語）運用能力に関しては，学位論文および学術論文作成において英語論文も活用して

いること，国際シンポジウムにおいて自らのオリジナルな研究の英語による口頭報告（１回）を行っていることか

らも，申請者が優れた外国語能力を有していることを確認した。

　以上から，審査委員会は申請者に対し，本学学位規程第１８条第１項に基づいて「博士（社会学　立命館大学）」を

授与することが適当であると判断する。

審査委員 （主査）中井　美樹　立命館大学産業社会学部教授

 （副査）竹濱　朝美　立命館大学産業社会学部教授

 （副査）中川　勝雄　立命館大学名誉教授
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